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２ 報告第３号関係 

おいらせ町国民健康保険税条例 新旧対照表（抜粋） 

改 正 後 改 正 前 

（課税額） 

第２条 略 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保

険の被保険者につき算定した所得割額及び資産

割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が54万円

を超える場合においては、基礎課税額は、54万円

とする。 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する被保険者につき算定した所得割額及び資

産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が19

万円を超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、19万円とする。 

４ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額

は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た

額が54万円を超える場合には、54万円）、同条第

３項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が19万円を超える場合には、19万円）並び

に同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が16万円を超える場合には、16万円）の合

算額とする。 

（課税額） 

第２条 略 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び資産割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が52万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、52万円とする。 

 

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する被保険者につき算定した所得割額及び資産割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の

合算額とする。ただし、当該合算額が17万円を超

える場合においては、後期高齢者支援金等課税額

は、17万円とする。 

４ 略 

 

（国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納

税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、

第２条第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

52万円を超える場合には、52万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が

17万円を超える場合には、17万円）並びに同条第

４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た額が16

万円を超える場合には、16万円）の合算額とする。 

 



２ 
 

改 正 後 改 正 前 

(1) 略 

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき26万５千円

を加算した金額を超えない世帯に係る納税義

務者（前号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 13,600円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 16,100円 

(イ) 特定世帯 8,050円 

(ウ) 特定継続世帯 12,075円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 3,800円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 4,650円 

(イ) 特定世帯 2,325円 

(ウ) 特定継続世帯 3,488円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて 4,600円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

(1) 略 

(2) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき26万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について 13,600円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

16,100円 

(イ) 特定世帯 8,050円 

(ウ) 特定継続世帯 12,075円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 3,800円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

4,650円 

(イ) 特定世帯 2,325円 

(ウ) 特定継続世帯 3,488円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

4,600円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等



３ 
 

改 正 後 改 正 前 

等割額 １世帯について 3,100円 

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及

び特定同一世帯所属者１人につき48万円を加

算した金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前２号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定す

る世帯主を除く。）１人について 5,440円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 6,440円 

(イ) 特定世帯 3,220円 

(ウ) 特定継続世帯 4,830円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 1,520円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める

額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,860円 

(イ) 特定世帯 930円 

(ウ) 特定継続世帯 1,395円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１条

第２項に規定する世帯主を除く。）１人につ

いて 1,840円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

割額 １世帯について 3,100円 

(3) 法第703条の５に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び

特定同一世帯所属者１人につき47万円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２

号に該当する者を除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２項に規定する

世帯主を除く。）１人について 5,440円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞ

れに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

6,440円 

(イ) 特定世帯 3,220円 

(ウ) 特定継続世帯 4,830円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険

者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。）

１人について 1,520円 

エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 

1,860円 

(イ) 特定世帯 930円 

(ウ) 特定継続世帯 1,395円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額 介護納付金課税被保険者（第１条第

２項に規定する世帯主を除く。）１人について 

1,840円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等



４ 
 

改 正 後 改 正 前 

等割額 １世帯について 1,240円 

 

（国民健康保険税の減免） 

第24条の２ 略 

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を

受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする

理由を証明する書類を添付して町長に提出しな

ければならない。ただし、前項第３号に該当する

者が減免を受けようとする場合においては、国民

健康保険法第９条に規定する資格の取得に関す

る届出をもって申請があったものとみなす。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名及び行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成25年法律第27号）第２条

第５項に規定する個人番号 

(2)・(3) 略 

３ 略 

 

割額 １世帯について 1,240円 

 

（国民健康保険税の減免） 

第24条の２ 略 

２ 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受

けようとする者は、普通徴収の方法により国民健

康保険税を徴収されている者については納期前７

日までに、特別徴収の方法により国民健康保険税

を徴収されている者については特別徴収対象年金

給付の直近の支払日の７日前までに、次に掲げる

事項を記載した申請書に減免を受けようとする事

由を証明する書類を添付して町長に提出しなけれ

ばならない。 

(1)  納税義務者の住所及び氏名 

 

 

 

(2)・(3) 略 

３ 略 

 

 

 


